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議会運営委員会協議結果  

日時：令和７年１０月１４日（火） 

午前 ９時３０分 開議 

午前１０時３９分 散会 

場所：委員会室 

 

１．代表質問・一般質問のあり方について（９月３０日資料５） 

 

委員長（芳金秀展）先回、持ち帰りとしていましたので、各会派の意見を伺います。 

しばらく休憩します。 

 

午前 ９時０１分 休憩 

午前１０時１０分 再開 

 

委員長（芳金秀展）再開します。 

代表質問は施政方針の範囲内か、市政全般にするかは、議会が方針を決める

こととはいえ、当局とも話をしておいたほうがいいと思います。それ以外の部

分に関しては、代表質問の範囲がどうなるかで変わってくることが多そうなの

で、次回に持ち越します。代表質問をどうしていくかが決まってから、その他

のルールを決めていきます。今日の話を会派に持ち帰っていただいて、議論を

深めていただくようお願いします。 

 

 

２．決算審査・事業評価のあり方について（資料１、Ｐ１） 

 

委員長（芳金秀展）決算審査に関連して、先回、議案不可分の原則について問題提

起をしました。半田市議会では予算や決算の議案を分割付託していますが、原

則として、議案を分割してはいけないという中で、どうしていくべきかという

ものです。これを踏まえて、茅ヶ崎市議会の決算審査についてインターネット

で把握できる範囲で参考にし、決算審査の流れを作ってみました。現在、半田

市議会では、決算審査と事業評価の線引きが曖昧なところがあったりして、課

題感を持っています。このような中で、茅ヶ崎市議会の例は参考になると思い、

まだわからない部分があって、視察時に聞いていただく前提ではありますが、

たたき台として提示させていただきました。何かご意見はありますか。 

しばらく休憩します。 
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午前１０時１６分 休憩 

午前１０時２０分 再開 

 

委員長（芳金秀展）再開します。 

議案不可分もそうですし、予算・決算がどうあるべきかを念頭において視察

に行きたいと思いますので、各会派で議論してきてください。 

 

 

３．その他 

（１）ｅモニターアンケートについて（資料２、Ｐ２） 

 

委員長（芳金秀展）議会ＰＲ委員長である私から説明します。１１月４日から１８

日の間に実施するｅモニターアンケートについて、議会広報誌編集委員会、議

会ＰＲ委員会、議会ＩＣＴ推進委員会でそれぞれご協議いただき、質問項目を

まとめました。内容は資料のとおりですが、数多くの項目は出せない中で、ま

とめさせていただいたことをご了承ください。ご質問等ありますか。 

渡邉昭司委員 広報の３委員長と調整していただいているということでいいですか。 

委員長（芳金秀展）はい、そのとおりです。他にないようでしたら、この内容で手

続きに入ってまいります。 

 

 

（２）窓口・電話受付時間短縮に伴う議会会議時間の検討について 

 

局長（杉江慎二）本日午後の全員協議会議題の中に、窓口・電話受付時間の短縮に

関するものがあります。これは、本庁と環境課の窓口及び電話受付時間を、令

和８年２月から試行的に、午前９時から午後４時までとするものです。そのよ

うな中で、議会として対応すべきものがあるかないかをご協議いただきたいで

す。例えばどのようなことを協議する必要があるか、というような項目を挙げ、

本日昼間までに議運フォルダに展開させていただきます。 

なお、これを機に、一般質問の通告予約、通告書データ提出の期限について、

午後４時に変更させていただきたいと考えています。 

委員長（芳金秀展）本日の全協で説明があり、また２月から試行ということですの

でまだ時間があります。会派で協議してきていただきたいと思います。どの点

を議論してくるのかということは、後ほど事務局から配付していただけるとい

うことです。次回１０月２８日に結論を出したいと思います。 

また後半の部分、通告予約や通告書データ提出期限は、午後４時の変更する
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ということでご了承いただきたいと思います。 

 

 

（３）先例の改正（会議への携帯電話持ち込み禁止）について（資料３、Ｐ４） 

 

局長（杉江慎二）先回の議運で、会議等への携帯電話の持ち込みを禁止することに

決定しましたので、先例の右側の運用の部分に書き加えました。 

委員長（芳金秀展）局長の説明のとおりです。 

議長（石川英之）これに関連して、視察時には携帯電話が鳴らないようにして、鞄

にしまっておくようにしてください。視察中に携帯電話を見ているようなこと

のないようにお願いします。 

 

 

（４）その他 

 ・委員会視察の随行職員からの報告書提出取り止めについて 

 

局長（杉江慎二）従来、委員会の視察の後、当局の随行職員からも報告書を提出し

てもらっていましたが、あくまでも随行ですので視察報告書を提出していただ

く必要はないと考え、今後は、視察報告書の提出は委員のみということで事務

を進めさせていただきます。 

渡邉昭司委員 当局からそのような話があったのですか。 

局長（杉江慎二）そのような声も聞いています。 

委員長（芳金秀展）局長の説明のとおりでよろしくお願いします。他に何かありま

すか。 

    ≪ 発言なし ≫ 

委員長（芳金秀展）次回は１０月２８日午後１時３０分から開催します。 

 

    ≪ 散会 ≫ 


